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▲

圭

ｆ
Ａ
■
、

第
十
二
条

２
（
略
）

●
「
（
行
政
機
関
）
は
、

と
認
め
る
と
き
は
、
．

○
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）

第
十
三
条
第
一
項
関
係
３
内
閣
総
理
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
財
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規

規
定
に
よ
る
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条
又
は
第
六
条
の

定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
申

（
内
閣
総
理
大
臣
等
に
対
す
る
申
出
）

‐
二
条
（
略
）

・
場
合
に
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
・
・

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
例

’

２



字堅

郵

守

’
第
十
八
条
関
係
一

今
構
文
の
参
考
と
し
た
例

第
七
条
の
三
環
境
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
容
器

包
装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
が
行
う
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
そ

（
参
考
）

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）

（
容
器
包
装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
）

第
七
条
の
二
環
境
大
臣
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
た

め
の
活
動
の
推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
容
器
包

２
環
境
大
臣
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め

の
基
礎
資
料
と
し
て
、
毎
年
度
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
量
等
を
調

査
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
を
委
嘱
す
る
｝

の
他
そ
の
普
及
が
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
こ
と
と

容
器
包
装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

一
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
状
況
及
び
事
業
者
と
消
費
者
と
の
連

携
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
取
組
の
菫

（
環
境
大
臣
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
等
）

」
と
が
で
き
る
。

第
二
章
情
報
の
公
表

（
国
に
よ
る
情
報
の
公
表
）

第
四
条
各
省
各
庁
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
度
、

（
参
考
）

○
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

（
国
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
）

第
二
十
一
条
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
一

総
務
大
臣
及
び

○
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
‐

３
環
境
大
臣
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
が
実
施
す
る
容

器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

三札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
情
報
の
収
集
、

整
理
及
び
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
情
報
そ
の
他
そ
の
普
及
が
公
共
工
事
の
入

要
性
に
つ
い
て
啓
発
を
す
る
こ
と
。

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
状
況
及
び
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
の

取
組
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
消
費
者
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ

当
該
調
査
に
基
づ
く
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
に
国
又
は
地

方
公
共
団
体
が
行
う
施
策
に
必
要
な
協
力
を
す
る
こ
と
。

環
境
大
臣
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
排
出
抑
制
推
進
員
が
実
施
す
る
容

財
務
大
臣
は
、

第
二
章

3



△

凹埠

～

第
八
条
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

第
七
条
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
γ

年
度
、
当
該
年
度
の
公
共
工
事
の
発
注
の
見
通
し
』

令
で
定
め
る
も
の
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と

第
六
条
特
殊
法
人
等
の
代
表
者
（
当
該
特
殊
法
人
等
が
独
立
行
政
法
人

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
前
二
条
の

規
定
に
準
じ
て
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
情
報
を
公
表

す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
年
度
の
公
共
工
事
の
発
注
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定

め
る
も
の
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項
を
変
更
し
た
と

き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
後
の
当
該
事
項
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
各
省
各
庁
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
入
札
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
入
札
金
額
、
落
札
者
の
商
号
又
は

名
称
及
び
落
札
金
額
、
入
札
の
参
加
者
の
資
格
を
定
め
た
場
合
に
お

け
る
当
該
資
格
、
指
名
競
争
入
札
に
お
け
る
指
名
し
た
者
の
商
号
又

は
名
称
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
過

２
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
－

た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
γ

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

団
体
の
長
は
、
前

二
契
約
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称
、
契
約
金
額
そ
の
他
の
政
令
で

定
め
る
公
共
工
事
の
契
約
の
内
容
に
関
す
る
事
項

（
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
情
報
の
公
表
）

（
特
殊
法
人
等
に
よ
る
情
報
の
公
表
）

程
に
関
す
る
事
項

こ
ろ
に
よ
り
、
毎

当
該
年
度
の
公
共
工
事
の
発
注
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項
で
政

項
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項
を
変
更
し

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
後
の
当
該
事
項
を

に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
入
札
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
入
札
金
額
、
落
札
者
の
商
号
又
は

名
称
及
び
落
札
金
額
、
入
札
の
参
加
者
の
資
格
を
定
め
た
場
合
に
お

け
る
当
該
資
格
、
指
名
競
争
入
札
に
お
け
る
指
名
し
た
者
の
商
号
又

は
名
称
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
過

程
に
関
す
る
事
項

二
契
約
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称
、
契
約
金
額
そ
の
他
の
政
令
で

定
め
る
公
共
工
事
の
契
約
の
内
容
に
関
す
る
事
項

第
九
条
前
二
条
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
前
二
条
に
規
定
す
る

事
項
以
外
の
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
関

し
、
条
例
で
必
要
な
規
定
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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